
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラシノソコアゲ応援団！RENGOキャンペーン の取組みについて 

連合では、2016年から「働く人が報われる社会」を念頭においた、社会的対抗軸を組合員

だけでなく、国民全体に訴えるという取り組みを展開してきました。2018年も第3弾とし

て、「暮らしの底上げ」に対する行動が最重要課題と捉え進めていきます。具体的には、３６

協定の適正な締結に向けた街宣行動や、労働相談など、「クラシノソコアゲ応援団！」の「見

える化」を２０１８年度通常国会終了まで取り組みをします。各構成組織へ器材など配布され

ました際には、ご協力と周知をお願いします。 
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連合青森三八地協は、昨年11月25日（土）に、三八地方労働

福祉会館に於いて、第29回定期総会を開催しました。ご来賓とし

て小林市長はじめ、田名部まさよ参議院議員、社民党八戸総支部

山名代表、三八地域退職者連合上杉会長、第４８回衆議院議員選

挙青森２区候補者工藤たけし氏、東北労働金庫八戸支店中村支店

長、全労済八戸支所對馬支所長、連合青森からは内村会長が出席

しました。代議員は６９名中５１名出席、役員は総数２７名中２

３名の出席で開催されました。2017年度の活動報告、会計報告、

会計監査報告をはじめ、2018年度の活動方針、2017年度収支余剰

金処理、2018年度予算、補充役員の選出、退任役員表彰などが満

場一致で可決されました。 

 

1月13日（土）、パークホテルにて2018年新春旗開きが行

われました。ご来賓に八戸市長代理（商工労働部久保課長）、は

じめ三戸町長代理（馬場副町長）、八戸経営者連盟吉田会長、田

名部まさよ参議院議員、民進党青森県２区田中満総支部長、社民

党八戸総支部代表代理（佐藤幹事長）、連合青森山内事務局長、

平和労組三八地方本部間山議長、三八地域退連上杉会長、東北労

金中村支店長、全労済對馬支所長、推薦議員ほか多数出席してい

ただき、約200名で賑やかに開催されました。また、構成組織の

皆様からも多数の景品を提供していただき、青年幹事によるビン

ゴゲーム、100円ジャンケン大会と大変盛り上がりました。今年

は戌年で、勤勉で努力という意味もあります。また来年は亥年で

つき進むための準備期間ともされていて、知識を蓄えるに良い年

とされています。今年もこれから春闘交渉に向け組織一丸となっ

て取り組み、各構成組織の皆様のますますのご発展・ご健勝を祈

念して無事に終了しました。100円じゃんけんは、「連合愛のカ

ンパ（19,950円）」に寄付をします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018春季生活闘争 

「経済の自立的成長」と「包摂的社会の構築」と「ディーセント・ワークの実現」を目指す！ 

今年の春闘は、「総合生活改善闘争」の位置づけのもと国民生活の維持・向上をはかるため、労働組

合が社会・経済の構造的な問題解決を図る「けん引役」を果たす闘争である。日本はすでに超少子高齢

化・人口減少社会に突入しており、労働力不足が継続的かつ不可避な現実として顕在化している。この

ような状況にあっても社会・経済を自立的かつ継続的に成長させるには、多様な「人財」の活躍とそれ

を包摂する社会の構築が不可欠である。個々人の状況やニーズにあった多様な働き方を選択できる仕組

みを整えること、そしてそれぞれの能力を高めそれによって生み出された労働の質的向上分に応じた適

正な処遇を前進させる取組を進める。 

【連合青森の賃上げ目標】   抜 粋 

●賃金カーブの算定が困難な場合（定昇制度が確立していない場合 11,000円程度（5.0%程度） 

・賃金カーブの維持確保相当分 4,400円＋4,400円程度（賃上げ分）＋2,200円（格差是正） 

●賃金カーブの算定が可能な場合 賃金カーブの維持＋4,400円程度（賃上げ分）＋2,200円（格差是正分） 

11,000 円の要求組立は、2017年連合青森構成組織賃金実態調査による 

全産業地域ミニマム男女系の平均賃金 221,110円より算出 

【雇用形態間格差の是正】時間給の引き上げ 

 時給引上げの取り組みは、とりわけ非正規労働者の労働諸条件の「底上げ・底支え」「格差是正」と正規労働者と

の均等待遇の実現をはかるため、次のいずれかの取り組みを展開する。 

①「誰もが時給 1,000 円」を実現する。 

②すでに時給 1,000 円超の場合は、＊37 円を目安に引き上げを要求する。 

③「都道府県別リビングウエイジ」910 円を上回る水準を目指して取り組む。 

④昇給ルールの導入・明確化の取り組みを強化する。確立されている場合は、その昇給分を確保した上で、  

底上げ・底支え、格差是正にこだわる内容とする。 

＊37 円は、賃上げ水準目標 6,000 円を平均所定内実働時間数 164Hで時給換算。 

★連合白書２０１8 青森版を希望される方は、三八地協まで連絡ください。☎22-0500 まで 

2018 春季生活闘争 闘争開始宣言・三八地協総決起集会 2018 年２月 22 日（木）18 時～はちふくプラザねじょう  

  

  
 


